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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

施行規則等の一部を改正する省令の施行について（販売制度関係） 

 

 

「当面の規制改革の実施事項」（令和２年 12 月 22 日規制改革推進会議決定）

において、一般用医薬品の販売時間規制（一般用医薬品の販売時間が当該店舗の

開店時間の一週間の総和の２分の１以上）を廃止するとされたところ、本日付け

で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

及び薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一

部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 116 号）を公布し、令和３年８月１

日から施行することとしたところです。 

当該改正の内容等については下記のとおりですので、御了知の上、貴管内関係

団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺

漏なきよう、お願いいたします。 

 

記 

 

第１ 改正の内容 

１ 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令（昭

和39年厚生省令第３号。以下「体制省令」という。）について 

（１）要指導医薬品又は一般用医薬品（以下「要指導医薬品等」という。）を

販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、要指導医薬品等を販売

し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、当該薬局又は店舗の開店時

間の一週間の総和の２分の１以上であることとする規定を削除する。 

（２）要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、要指導

医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、要指導医薬品



 

等を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和の２分の１以上である

こととする規定を削除する。 

（３）第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局又は店舗にあっては、第一類

医薬品を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和が、要指導医薬品

等を販売し、又は授与する開店時間の一週間の総和の２分の１以上である

こととする規定を削除する。 

（４）要指導医薬品等を販売し、又は授与する開店時間以外の時間における対

応に関する業務について、要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関

する手順書に含めることなどを明確化する。 

２ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規

則（昭和36年厚生省令第１号。）について 

（１）店舗販売業において、開店時間のうち要指導医薬品等を販売し、又は授

与する時間を当該店舗内の見やすい場所及び当該店舗の外側の見やすい場

所に掲示することとする規定を新設する。 

（２）その他所要の改正を行う。 

 

第２ 施行期日 

令和３年８月 1 日から施行する。 

 

第３ 留意事項 

１ 開店時間の確保について 

今般の改正により店舗において要指導医薬品等を販売し、又は授与する開

店時間に係る規定は廃止されるが、要指導医薬品等の販売に当たっては、地

域における店舗の利用者の利用状況を考慮し、薬剤師、登録販売者（以下、

「専門家」という。）が店舗で従事している時間は開店するなど、開店時間

を一定時間確保することが望ましい。 

２ 店舗における掲示について 

既に店舗に掲示している、営業時間、営業時間外で相談を受ける時間、相談

時及び緊急時の連絡先については、利用者が理解できるよう、わかりやすく提

示するとともに、第１の２（１）に従い、あらかじめ要指導医薬品等を販売

する時間を店舗内の見やすい場所及び当該店舗の外側の見やすい場所への掲

示を適切に行い、利用者が要指導医薬品等を販売している開店時間を確認で

きるようにすること。 

３ 要指導医薬品等の適正販売等のための業務に関する手順書の整備等につい

て 

（１）開店時間以外における対応について、利用者の相談内容に応じて医療機

関への受診勧奨や近隣の薬局等を紹介すること、専門家の不在時に利用者

からの相談があった場合の対応について従業者と共有しておくこと等を手



 

順書に記載すること。また、店舗販売業において、薬剤師が不在であり登

録販売者が一般用医薬品（第二類医薬品及び第三類医薬品）を販売する時

間に、要指導医薬品及び第一類医薬品の使用等に係る相談がある場合にお

いて、薬剤師に相談できる体制を店舗において構築しておくこと等を記載

すること。 

（２）利用者が副作用等に関する相談をしようとする際に困ることのないよ

う、手順書に記載した内容を従業者と共有し、利用者に対して懇切丁寧な

対応を行うこと。 

（３）従来どおり、要指導医薬品等の販売は専門家が適切に実施する必要があ

ること。 

４ その他 

薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において薬剤師が勤務していることか

ら、本改正により薬局の開店時間の取扱いに変更はないこと。 
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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）

第
五
条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体

制
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
薬
局
並
び
に
店
舗
販

売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
店
舗
に
お
け
る
掲
示
）

（
店
舗
に
お
け
る
掲
示
）

第
百
四
十
七
条
の
十
二

法
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
掲
示
（
次
条
に

第
百
四
十
七
条
の
十
二

法
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
掲
示
は
、
次
項

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
項
に
定
め
る
事
項
を
表
示
し
た
掲
示
板

に
定
め
る
事
項
を
表
示
し
た
掲
示
板
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
九
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
次
条
に
規
定
す

２

法
第
二
十
九
条
の
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
第
一
の

る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
一
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。

二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
販
売
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
の
掲
示
）

第
百
四
十
七
条
の
十
三

法
第
二
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
掲
示
の
う
ち
、

（
新
設
）

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間

は
、
当
該
店
舗
内
の
見
や
す
い
場
所
及
び
当
該
店
舗
の
外
側
の
見
や
す
い
場

所
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
）

（
削
る
）

第
二
百
八
十
八
条

第
二
百
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
（
第
二
百
二
十
条
の
三

、
第
二
百
二
十
一
条
の
三
、
第
二
百
二
十
八
条
及
び
二
百
二
十
八
条
の
九
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
第
二
百
六
十
五

条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び

に
第
二
百
六
十
五
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
医
薬

品
（
薬
局
製
造
販
売
医
薬
品
を
除
く
。
）
、
医
薬
部
外
品
、
化
粧
品
、
医
療

機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
電
子
情
報
処
理

組
織
（
厚
生
労
働
省
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接

続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
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第
二
条

薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 4 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
薬
局
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
薬
局
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

。
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
薬
局
に
お

。
）
第
五
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
薬
局
に
お

い
て
調
剤
及
び
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

い
て
調
剤
及
び
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
又
は
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
削
る
）

十
一

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬

局
に
あ
つ
て
は
、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は

授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
が
、
当
該
薬
局
の
開
店
時
間
の
一

週
間
の
総
和
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
一

（
略
）

十
二

（
略
）

（
削
る
）

十
三

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
要

指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
が

、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店

時
間
の
一
週
間
の
総
和
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

十
四

第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
第

一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
が

、
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店

時
間
の
一
週
間
の
総
和
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
二
・
十
三

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

十
四

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十

十
七

医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
法
第
三
十

六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
第
一

六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
三
十
六
条
の
六
第
一

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十

項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十

六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ

六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ

の
他
の
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
医
薬
品
の
貯
蔵
及
び
要
指
導

の
他
の
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
医
薬
品
の
貯
蔵
に
関
す
る
業

医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
以
外

務
を
含
む
。
）
に
係
る
適
正
な
管
理
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
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の
時
間
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
適
正
な
管
理

従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販
売
を
行
う
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販

を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販
売

売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

を
行
う
薬
局
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販
売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の
実

て
い
る
こ
と
。

施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
薬
局
開
設
者
が
講
じ
な
け

２

前
項
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
薬
局
開
設
者
が
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
措
置
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

（
店
舗
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で

第
二
条

法
第
二
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
店
舗
販
売
業
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

定
め
る
店
舗
販
売
業
の
店
舗
に
お
い
て
医
薬
品
の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
を

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

行
う
体
制
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

（
削
る
）

五

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店

時
間
の
一
週
間
の
総
和
が
、
当
該
店
舗
の
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
の

二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

六

（
略
）

（
削
る
）

七

要
指
導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
要
指

導
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
が
、

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時

間
の
一
週
間
の
総
和
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

八

第
一
類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
第
一

類
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時
間
の
一
週
間
の
総
和
が
、

要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る
開
店
時

間
の
一
週
間
の
総
和
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六

法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

九

法
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の

及
び
指
導
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
十
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品

規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品

の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
貯
蔵

の
販
売
又
は
授
与
の
業
務
（
要
指
導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
貯
蔵

並
び
に
要
指
導
医
薬
品
又
は
一
般
用
医
薬
品
を
販
売
し
、
又
は
授
与
す
る

に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
適
正
な
管
理
（
以
下
「
要
指
導
医
薬

開
店
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係

品
等
の
適
正
販
売
等
」
と
い
う
。
）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
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る
適
正
な
管
理
（
以
下
「
要
指
導
医
薬
品
等
の
適
正
販
売
等
」
と
い
う
。

従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販
売
を
行
う
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販

）
を
確
保
す
る
た
め
、
指
針
の
策
定
、
従
事
者
に
対
す
る
研
修
（
特
定
販

売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の
実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ

売
を
行
う
店
舗
に
あ
つ
て
は
、
特
定
販
売
に
関
す
る
研
修
を
含
む
。
）
の

て
い
る
こ
と
。

実
施
そ
の
他
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
店
舗
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置

２

前
項
第
九
号
に
掲
げ
る
店
舗
販
売
業
者
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
措
置

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


